
各戸配布 

        都市計画公園の変更について おしらせ  

 陸前高田都市計画公園について、事業調整の進捗等に伴い、区域等に関する都市計画の変更を行 

います（詳細は下図参照）。 

 都市計画変更に伴い、素案の縦覧と意見書募集（岩手県決定分）、説明会の開催（岩手県、陸前 

高田市決定分）、案の縦覧と意見書募集（陸前高田市決定）を行います（日程、場所等については 

２ページ参照）。 

都市計画公園の変更概要案  

① ５・５・１号 高田松原公園の追加 
    

   野球場やサッカー場等が整備される運動公 

 園を都市計画公園に追加します。（市決定） 

② ９・６・１号 高田松原津波復興祈念公園の区域変更 
   

   事業調整の進捗等に伴い、公園の区域を拡大し、また、市決定 

    の公園区域との重複部分を除外します。（県決定） 

 現在の都市計画公園の区域   

中心市街地 

※ この図は案のため、変更となる場合があります。 

各戸一枚ずつお取りください 

裏面に続く 
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縦覧・意見書募集
令和元年６月１４日（金）～６月２８日（金）

時間　午前８時３０分～午後５時１５分（土日を除く）

案の縦覧場所 陸前高田市役所　３号棟１階　都市計画課

意見書の提出先
〒029-2292　陸前高田市高田町字鳴石４２番地５

陸前高田市役所建設部都市計画課

都市計画の変更に係る案の縦覧及び説明会の開催について  

 都市計画公園の変更にあたり、素案縦覧や説明会等を下記のとおり行います。岩手県決定分及び 

陸前高田市決定分は、それぞれ手続き等が異なりますのでご確認ください。 

〔岩手県決定分〕  素案の縦覧と意見書の募集について  

 
 岩手県が都市計画を変更する際は、素案の縦覧を行い、住民の意見を反映した案を  
作成することとなっています。  
 意見書は岩手県都市計画課へ、持参又は郵送（５月３１日消印有効）で提出してく  
ださい。  
 様式は任意ですが、「意見書」と表記し、住所、氏名を記入してください。  
 提出された意見については、意見の要旨を岩手県都市計画審議会に提出します。個  
別には回答いたしませんので、ご了承願います。  
  

〔岩手県、陸前高田市決定分〕 住民説明会の開催について  

 
▼開催日時・場所  
 令和元年５月３１日（金）  午後７時から    陸前高田市役所４号棟第６会議室  
 令和元年６月１日（土）   午前１０時から   陸前高田市役所４号棟第６会議室  
▼説明内容  
 陸前高田都市計画公園の変更について  
  
  

〔陸前高田市決定分〕  案の縦覧と意見書の募集について  

 
 都市計画の案について、縦覧と意見書の受付を行います。   
 意見書は持参又は郵送（６月２８日消印有効）で提出してください。  
 様式は任意ですが、「意見書」と表記し、住所、氏名を記入してください。  
 提出された意見については、意見の要旨を都市計画審議会に提出します。個別には  
回答いたしませんので、ご了承願います。  
  
 

 
※  県決定分の案の縦覧と意見書の募集については、別途お知らせします。  

問い合わせ先  陸前高田市建設部都市計画課計画係 ０１９２-５４-２１１１（内線３０５） 

縦覧・意見書募集期間
　令和元年５月１７日（金）～５月３１日（金）
　時間　午前８時３０分～午後５時１５分（土日を除く）

素案の縦覧場所

　①　陸前高田市役所　３号棟１階　都市計画課
　②　岩手県県土整備部都市計画課（県庁７階）
　③　岩手県沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター
　　　（大船渡地区合同庁舎分庁舎２階）

意見書の提出先
　〒020-8570　盛岡市内丸１０番１号
　岩手県庁県土整備部都市計画課

縦覧・意見書募集期間
　令和元年６月１４日（金）～６月２８日（金）
　時間　午前８時３０分～午後５時１５分（土日を除く）

案の縦覧場所 　陸前高田市役所　３号棟１階　都市計画課

意見書の提出先
　〒029-2292　陸前高田市高田町字鳴石４２番地５
　陸前高田市役所建設部都市計画課


